
地場産業活性化再生支援事業実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 埼玉県中小企業団体中央会（以下「中央会」という。）は、埼玉県内に

所在する産地組合やグループ（以下「産地組合等」という。）が実施する地場

産品の販路開拓のための広域的な展示会や見本市の開催・出展などの事業に補

助金を交付する。 

 

（定義） 

第２条 この要領中において「産地組合等」とは、別紙１に定めるものをいう。 

２ この要領中において「地場産品」とは、別紙２に定めるものをいう。 

３ この要領中において「補助事業」とは、中央会が補助金を交付する産地組合 

等の事業をいう。 

 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる事業は第１条に該当する地場産品の販路開拓のために

行う、広域的な展示会や見本市の開催・出展を行う事業とする。 

２ 補助金交付の対象となる経費は、補助事業の実施に係る経費のうち、別表に

掲げるものとする。 

 

 （補助金の額） 

第４条 中央会は、産地組合等が補助事業を実施するのに要する前条第２項の経

費の一部を予算の範囲内で補助するものとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 申請書の様式は様式第１号のとおりとし、各補助事業に着手する４週間

前までに提出するものとする。 

２ 前項の申請には中央会会長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

  

（補助金の交付決定の通知） 

第６条 交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 

 （補助金の申請の取下げ） 

第７条 前条の規定による交付決定の内容及びこれに附された条件に対して不服

があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通

知を受けた日から１０日以内にその旨を記載した書面を中央会会長に提出しな

ければならない。 

 



 （補助事業の内容又は経費の配分の変更） 

第８条 補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじ

め様式第３号による申請書を中央会会長に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 

２ 中央会会長は、前項の承認に際し、必要に応じて申請内容を変更し、条件を

附すことができる。 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第

４号による申請書を中央会会長に提出し、その承認を受けなければならない。  

 

 （補助事業遅延等の報告） 

第１０条 補助事業は２月２８日までに完了するものとする。 

２ 補助事業を前項の期限までに完了することができないと見込まれるとき又は 

補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、補助事業遅延等報告書（様 

式第５号）を中央会会長に提出し、その指示を受けなければならない。  

 

 （状況報告） 

第１１条 中央会会長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、補

助事業遂行状況報告書（様式第６号）により中央会会長に報告しなければなら

ない。 

 

 （実績報告書の様式等） 

第１２条 実績報告書の様式は、様式第７号のとおりとする。 

２ 実績報告書の提出時期は、補助事業が完了した日（補助事業の廃止の承認を

受けたときを含む。）から２０日を経過した日、又は２月２８日のいずれか早

い日までとする。 

 

 （補助金の額の確定等） 

第１３条 中央会会長は、前条第１項の報告を受けたときは、報告書等の書類の

審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは

交付すべき補助金の額を確定し、産地組合等に通知するものとする。 

２ 額の確定通知書の様式は、様式第８号のとおりとする。 

 

 （補助金の精算払の請求） 

第１４条 産地組合等は、補助金の精算払を受けようとするときは、様式第９号

による請求書を中央会会長に提出しなければならない。 



２ 前項の請求は前条の通知を受けた後でなければならない。 

 

 （補助金の交付決定の取消等） 

第１５条 中央会会長は、産地組合等が補助金を他の用途に使用し又は補助金の

交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、

額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すも

のとする。 

２ 産地組合等は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合、

交付された当該補助金を返還しなければならない。 

 

 （書類の整備等） 

第１６条 産地組合等は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を

備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計 

年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項につ

いては、その都度、別途定める。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

２ 地域産業活性化対策事業実施要領は廃止する。 

附 則（令和３年４月１日改正） 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日改正） 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年５月１６日改正） 

 この要領は、令和６年５月１６日から施行する。 

附 則（令和７年５月２８日改正） 

 この要領は、令和７年５月２８日から施行する。 

附 則（令和８年５月２９日改正） 

 この要領は、令和８年５月２９日から施行する。 

 

 

    

 



別紙１ 

 「産地組合等」とは「組合等」、「グループ」、で次のものをいう。 

１ 「組合等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

① 別紙２に記載した産地組合 

② 商工会及び商工会議所 

  （別紙２に記載した産地組合を支援する事業を実施する場合に限る） 

 

２ 「グループ」とは、複数の中小企業者、組合等を主とするグループであっ

て、次の基準に適合するものをいう。 

① 別紙２に記載した産地組合の組合員である中小企業者、組合等を主とするグ

ループ（構成員の３分の２以上が中小企業者であるものに限る。）であって、

運営規約、事務処理体制又は当該グループの存続性等から判断して、知事が実

施主体として適当と認めたもの。 

② 事業の実施にかかる補助金の交付の窓口となり、かつ経理を行う実施主体 

をあらかじめひとつ定め、当該実施主体が補助金にかかる特別の会計を設けて 

補助事業であることを明確にしているもの。 



別紙２ 

地 場 産 品 名 産  地  組  合  名 

食   

料     

品 

埼玉漬物 埼玉県漬物協同組合 

埼玉生めん 埼玉県生麺業協同組合 

草加せんべい（１） 草加煎餅協同組合 

草加せんべい（２） 草加地区手焼煎餅協同組合 

埼玉菓子 埼玉県菓子工業組合 

埼玉醤油 埼玉醤油工業協同組合 

埼玉清酒 埼玉県酒造組合 

  

繊 

維 

製 

品 

所沢織物 所沢織物商工協同組合 

武州綿スフ織物 武州織物工業協同組合 

秩父織物 秩父織物商工組合 

秩父織物（２） 秩父銘仙協同組合 

加須被服 加須被服協同組合 

羽生衣料 羽生衣料縫製協同組合 

羽生被服 羽生被服協同組合 

深谷被服 深谷洋装協同組合 

熊谷捺染 （特非）熊谷染継承の会 

草加捺染 草加本染ゆかた工業会 

南河原スリッパ 埼玉スリッパ組合 

木     

材 

 ・    

木   

製   

品 

秩父木材 秩父木材協同組合 

都幾川建具 都幾川木工協同組合 

小川建具 小川木材建具工業協同組合 

埼玉家具 埼玉県家具工業組合 

春日部桐箪笥 春日部桐たんす組合 

春日部桐箱 春日部桐箱工業協同組合 

川口木型 川口木型工業協同組合 

紙 

器 

・ 

埼玉紙器 埼玉県紙器段ボール箱工業組合 

埼玉印刷 埼玉県印刷工業組合 



印   

刷 
軽印刷 (社)日本ｸﾞﾗﾌｨｯｸｻｰﾋﾞｽ工業会埼玉県支部 

皮 

革 

草加皮革（１） 埼玉県皮革産業協議会 

草加皮革（２） 埼玉皮革関連事業協同組合 

機 

械 

・ 

金 

属 

埼玉鍍金 埼玉県鍍金工業組合 

川口機械 川口機械工業協同組合 

上尾機械金属 上尾ものつくり協同組合 

川口鋳物 川口鋳物工業協同組合 

民 

芸 

品 

春日部羽子板 春日部羽子板組合 

小川和紙 埼玉県小川和紙工業協同組合 

岩槻人形 岩槻人形協同組合 

鴻巣人形 鴻巣ひな人形協会 

越谷雛人形 越谷雛人形組合 

所沢人形 所沢人形協会 

加須鯉のぼり 加須市鯉幟組合 

越谷だるま 越谷市だるま組合 

埼玉釣竿 埼玉県釣竿工業組合 

埼玉煙火 (社)日本煙火協会 埼玉地区会 

そ 

の 

他 

武州瓦 武州瓦商工業協同組合 

埼玉畳 協同組合埼玉県畳協会 

 



別表 

補助対象経費 
 

経 費 区 分 内      容 

謝 金 委員謝金、専門家謝金、講師謝金 

旅 費 
委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費、出展

者旅費、出展者宿泊費 

庁 費 
消耗品費、印刷製本費、資料費、雑役務費、通信運搬

費、広告宣伝費、借料・損料 

委 託 費 事業の一部を委託する経費 
 

（注）次に掲げる経費は補助の対象としない。 

    ア 間接的な経費等（間接的な経費、管理費など） 

    イ 飲食費等（飲食費、茶菓代など） 

ウ 消費税額 



様式第１号 

                          令和  年  月  日 

 

 埼玉県中小企業団体中央会 

 会 長 小谷野 和博 様 

 

                     所 在 地  

                 申請者 名   称  

                       代表者名                   

 

 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金交付申請書 

 

 

 上記補助金の交付について、地場産業活性化再生支援事業実施要領第５条第１項の規定

により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額        金           円 

 

 

２ 補助事業名 

 

３ 補助事業の内容及び事業に要する経費の配分 

   （別紙 事業計画書のとおり）  

 

４ 補助事業完了予定期日   令和  年  月  日 



別紙 

事 業 計 画 書 

 

 

補助事業名  

実施事業者 

 名称 

代表者氏名 

所在地 

 

現状及び課題  

事業の目的  

 

事業の内容  

 

事業実施スケジュー

ル 

 

事業の必要性、期待

される効果等 

 



２ 経費明細表 

                               （単位：円） 

経
費
区
分 

内  容 
補助事業に 

要する経費 

補  助  対 

象  経  費 

補助金交付 

申  請  額 

補助対象経費 

の 明 細 

謝 
 

金 

     

旅 
 

費 

     

庁 
 

費 

     

委 

託 

費 

     

合 計     

 （注）消費税額は補助対象としない。



様式第２号 

 

 第     号 

令和  年  月  日 

所 在 地  

名   称  

代表者名              様 

 

 

埼玉県中小企業団体中央会 

                          会 長 小谷野 和博    

                  

                 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けをもって交付申請のあった上記の補助金については、下記

のとおり交付します。 

 

記 

 

１ 交付金額  金         円 

２ 支払方法  精算払い 

３ 条件 

 (1) 補助金の交付対象となる事業及びその内容は、令和  年  月  日付けで交付

申請のあった令和  年度地場産業活性化再生支援事業補助金交付申請書（以下「申請

書」という。）記載のとおりとする。 

 (2) 補助事業に要する経費の配分及び配分された経費に対応する補助金の額は、申請書 

に添付された経費明細表に記載のとおりとする。 

 (3) 本通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに附された条件に不服があり、補助 

金の交付の申請を取り下げようとするときは、本通知を受けた日から１０日以内にその 

旨を記載した書面を中央会会長に提出しなければならない。 

 (4) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ地場産業 

活性化再生支援事業実施要領（以下「要領」という。）様式第３号による申請書を中央

会会長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 (5) 要領第８条第１項のただし書に規定する軽微な変更とは、申請書に添付された経費

明細表に記載された経費区分ごとに２０％を超えない額の流用又は減額とする。 

 (6) 中央会会長は(4)の承認に当たり必要に応じて条件を附し、これを変更することが



できる。 

(7) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第４号による

申請書を中央会会長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(8) 補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業

の遂行が困難になったときは、速やかに、要領様式第５号による補助事業遅延等報告書

を中央会会長に提出し、その指示を受けなければならない。 

(9) 要領第１２条の実績報告書は様式第７号によることとし、補助事業が完了した日（補

助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）から２０日を経過した日、又は２月２８日

のいずれか早い日までに提出するものとする。 

(10) 補助金を他の用途に使用し又は補助金の交付の内容、条件、その他法令若しくはこ

れに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すものとする。 

(11) (10)の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合、すでに補助金が交付さ

れているときはその補助金を返還しなければならない。 

(12) 補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支

出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

(13) 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の

翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

(14) 募集要領参考資料記載の暴力団排除に関する誓約事項について確認ができない団体

を補助の対象としてはならない。 



様式第３号 

                           令和  年  月  日 

 

埼玉県中小企業団体中央会 

会 長 小谷野 和博 様 

 

                      所 在 地  

                  申請者 名   称  

                        代表者名                   

 

  

 

 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金に係る補助事業の 

      内容（経費の配分）の変更承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定の通知があった上記の補助事

業の内容（経費の配分）を下記のとおり変更したいので、地場産業活性化再生支援事業実施

要領第８条第１項の規定により承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 変更の内容 

 



（別紙） 

経費明細新旧対照表                                                                         

      （単位：円） 
 

 経 

費 

区 

分 

内  容 

補助事業に要する経費 補 助 対 象 経 費 補助金交付申請額 

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 

謝 
 

金 

        

旅 
 

費 

        

庁 
 

費 

        

委 

託 

費 

        

 

合  計       

（注）消費税額は補助対象としない。  

  



変更後の経費明細表 

（単位：円） 

経
費
区
分 

内  容 
補助事業に 

要する経費 

補  助  対 

象  経  費 

補助金交付 

申  請  額 

補助対象経費 

の 明 細 

謝 
 

金 

     

旅 
 

費 

     

庁 
 

費 

     

委 

託 

費 

     

合 計     

（注）消費税額は補助対象としない。 



様式第４号 

                           令和  年  月  日 

 

 

埼玉県中小企業団体中央会 

会 長 小谷野 和博 様 

 

                     所 在 地  

                 申請者 名   称  

                       代表者名                     

 

 

 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金に係る補助事業の 

中止（廃止）承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け第  号をもって交付決定の通知があった上記の補助事業

を下記の理由により中止（廃止）したいので、地場産業活性化再生支援事業実施要領第９

条の規定により承認を申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）する事業名 

 

 

 

２ 理   由 

 

 

 

３ 中止の期間（廃止の時期） 

 



様式第５号 

                           令和  年  月  日 

 

埼玉県中小企業団体中央会 

会 長 小谷野 和博 様        

 

                     所 在 地  

                 申請者 名   称  

                       代表者名                     

 

 

 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金に係る補助事業遅延等報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定の通知があった上記の補助事

業に係る事故について、地場産業活性化再生支援事業実施要領第１０条第２項の規定によ

り下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

２ 補助事業の進捗状況 

３ 同上に要した経費 

４ 遅延等の内容及び原因 

５ 遅延等に対する措置 

６ 補助事業の遂行及び完了の予定 

 

 

 



様式第６号 

                           令和  年  月  日 

 

 

 埼玉県中小企業団体中央会 

会 長 小谷野 和博 様 

 

                      

所 在 地  

                 申請者 名   称  

                       代表者名                     

 

 

 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金に係る補助事業 

        遂行状況報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定の通知があった上記補助事業

の令和  年  月  日現在の遂行状況について、地場産業活性化再生支援事業実施要領

第１１条の規定により別紙のとおり報告します。 



別紙 

令和  年  月  日現在における遂行状況（補助事業名、支援内容、所要額等を記入

すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 

                           令和  年  月  日 

 

 

 埼玉県中小企業団体中央会 

会 長 小谷野 和博 様 

 

                      

所 在 地  

                 申請者 名   称  

                       代表者名                     

 

 

 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金に係る補助事業実績報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定の通知があった上記の補助事

業を令和  年  月  日付けで完了（廃止）しましたので、地場産業活性化再生支援

事業実施要領第１２条第１項の規定により、下記のとおりその実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補 助 金 交 付 決 定 額   金         円 

２ 補助事業に要した経費     金         円 

３ 補 助 金 額      金         円 



別紙 

事業実績報告書  

 

補助事業名  

 

実施事業者 

 名称 

代表者氏名 

所在地 

 

事業の実績 

 

 

 

 

 

事業の成果  



２ 経費明細表 

                               （単位：円） 

経
費
区
分 

内  容 
補助事業に 

要した経費 

補  助  対 

象  経  費 
補助金額 

補助対象経費 

の 明 細 

謝 
 

金 

     

旅 
 

費 

     

庁 
 

費 

     

委 

託 

費 

     

合 計     

 （注）消費税額は補助対象としない。 



様式第８号 

 

 第     号 

令和  年  月  日 

 

所 在 地  

名   称  

代表者名                様 

 

 

埼玉県中小企業団体中央会 

                          会 長  小谷野 和博   

                   

 

 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金確定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けをもって提出のあった実績報告書により審査した結果、下

記のとおり補助金の額を確定したので、地場産業活性化再生支援事業実施要領第１３条第１

項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補 助 金 申 請 額    金           円 

２ 補助金交付決定額    金           円 

３ 補 助 金 確 定 額    金           円 

 

 



様式第９号 

                           令和  年  月  日 

 

埼玉県中小企業団体中央会 

会 長 小谷野 和博 様 

 

                     所 在 地  

                 申請者 名   称  

                       代表者名                     

 

  

 

 

令和８年度地場産業活性化再生支援事業補助金精算払請求書 

 

 

 令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定の通知があった上記の補助金

について、地場産業活性化再生支援事業実施要領第１４条の規定により下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

金           円 

 

  振込先金融機関名          銀行     支店 

  預 金 種 別        普通・当座（どちらかに○） 

  口 座 番 号 

  （ フ リ ガ ナ ） 

  口 座 名 義 人 

 

 


